
～福祉課題の解決へ向け多種多様な関わりを

模索し支援をつなぎ合わせていきます～

お隣さんが週１回買い物や
ゴミ出しをお手伝い。
また、夜、電気が消えてい
るか気にしている。

月２回、息子家族が帰
郷して、部屋の片付け
やお出かけに

自治会長さんが相
談役に

民生委員さんが
定期訪問

週２回の

ヘルパー利用

老人クラブの友人が週
１回話し相手に。

関係機関の専門職や
ボランティアなどの支援。

変化があったら
社協に相談

福祉員さんが昼食会などにお誘
い。週１回電話での安否確認も

社協

一人暮らし高齢者

横のつながり

横のつながり

専門機関との

つながり

専門機関との

つながり

鹿角市地域福祉ネットワーク活動支援事業補助金

赤い羽根共同募金配分金事業



●地域福祉ネットワーク活動支援事業は

●自治会での具体的な取り組み例

自治会の範囲で気になる方、心配な方の見守り活動を

住民の参加により進めていただきます。

  ①地域で気になる方などへの見守り訪問活動

  ②暮らしの困りごとを抱える方への生活支援活動

  ③交流・閉じこもり予防を目的とした昼食会の開催

  ④定期的なネットワーク会議などの開催

  ⑤住民懇談会の開催や学習会の開催 など

自治会内において、自治会長、民生委員、福祉員、老人クラブや婦人会など関係する団体の皆様の合意と

協力により、活動を進めていただける自治会を募集します。

地域の「助け合い・支え合い」活動へ取り組ま

れ る 自 治 会 を 応 援 す る 事 業 で す

鹿角市社会福祉協議会では、社協会費や赤い羽根共同募金配分金を活用し、「地域福祉ネット

ワーク活動支援事業」を行うことにより、スローガンでもある「ともに支え合う福祉のまちづ

くりをめざして」の実現に向け、地域と一緒に福祉力を高めることのできる地域づくりを目指

していきます。

自治会の人口規模や従来の活動状況に合わせて取り組み方は様々です。社協職員が随

時訪問して、無理なく取り組める方法を皆さんと一緒に考えます。

社協の職員が一緒にお手伝いします

活動を始めるにあたって

地域福祉ネットワーク活動費を助成します。



鹿角市社協「地域福祉ネットワーク活動支援助成金」のご案内

１．地域で取り組んでいただきたい活動例

●地域で気になる方などへの見守り訪問活動

  ●暮らしの困りごとを抱える方への生活支援活動

  ●交流・閉じこもり予防を目的とした昼食会（わいわいランチ）の開催

  ●定期的なネットワーク会議などの開催

  ●住民懇談会の開催や学習会の開催 など

★ご留意いただきたい点

自治会長、民生委員、福祉員、老人クラブや婦人会などの関係する団体の合意により申請していただき、

地域住民の参加協力を得て活動を進めてください。

２．助成する金額

●活動内容を精査したうえで、上限３万円まで

３．助成対象となる活動期間・助成の流れ

所定の申請書・実績報告書をご利用ください。

１２月 １月 ３月 ４月

次年度申請 精査・審査 決定・通知 助成・報告

※新規に取り組まれる自治会へは、３年間継続助成いたします（３万円）。

※4年目以降は、毎年度事業申請の提出を受けて、審査のうえ、決定・助成いたします。

申請多数の場合、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

令和２年度助成実績

・新規助成(1年目)

0自治会（30,000円）

・2～3年以下

0自治会（30,000円）

・4年以上

10自治会（25,000円）

59自治会（20,000円）

継続自治会は、前年度
報告書を提出申請書を提出

自治会、福祉員の皆様へ



≪地域福祉ネットワーク活動≫
助成対象経費 助成要件 助成金の額

地域福祉ネットワーク活動費
地域福祉ネットワーク活動に係る経費
（事務経費）

新規（1～3年まで）
30,000円

継続（4年以上）
20,00０円～25,000円

活動区分 活動内容

見守り活動

・要援護者等への日常的な近隣者による声かけ等

・要援護者等への定期的な訪問・電話、回覧板や広報配布時の手渡し等

・要援護者台帳等の作成

生活支援活動
・要援護者等への話し相手、買物、外出の付き添い、ゴミ出し、重い物
の移動、軽微な修理等

緊急時支援活動
・要援護者の把握調査

・緊急時の要援護者支援（緊急連絡票の作成等）

その他の福祉活動 ・情報交換会議、福祉に関する研修等


